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研究要旨 

小児において、頭蓋内出血の原因は内因性から、虐待を含めた外因性のものまで幅広く

存在する。その中でも、特に外因性により引き起こされた頭蓋内出血・脳浮腫の病態はさ

まざまな論争があり、現在、確固たる病態は確立されていない。しかし、現実には、保護

者の語るエピソードからは想像もつかないような脳出血や脳浮腫を来している症例は後

を絶たず、治療方針も明確ではないため、命を落とすことも多い。もし、力学的エネルギ

ーが科学的に予測可能であれば、早期治療の一助になり、奏功することで医療費削減に繋

がり、社会的貢献も高い。また、司法においても、虐待の判断が可能になり、ひいては、

冤罪を防ぐことができる。 
 
A. 研究目的 
本研究の目的は、さまざまな要因で起こる小児

の頭蓋内出血・脳浮腫において、どのような機序

で脳損傷が引き起こされるのかを解明し、早期診



断・治療に繋げることにより予後改善に努めるこ

とである。また、機序を解明することによって、

頭蓋内に働いた外力を科学的に立証する。 
 

B. 研究方法 
・小児頭蓋内出血における病態解明 

対象患者は 3 歳未満の児で、性別は問わない。

手術を含めた治療や検査として、血液/髄液/頭蓋内

貯留液の採取・除去が必要である症例において、

その検体に余剰があれば対象とする。検体はサイ

トカイン・アミノ酸分析・神経細胞物質について

計測を行い、健常児やその他疾患と比較すること

により、語られた受傷機序を基に見積もられた力

学的エネルギーとの関係性を研究していく。 
また、メタボローム解析を取り入れることで、

新規物質同定についても同時に検索を行っていく。 
 
C. 研究経過 
小児頭蓋内出血における病態解明については、

2019 年 11 月 18 日に東京医科歯科大学 医学部 
倫理審査委員会から承認を得た後、共同研究施設

を募ってきた。共同施設として予定されていた 16
施設中、10施設（東京医科大学、兵庫県立尼崎医

療センター、大阪急性期・総合医療センター、労

働者健康安全機構 中国労災病院、京都大学、京都

府立医科大学、大阪市立総合医療センター、神奈

川県立こども医療センター、北九州市立八幡病院、

愛仁会高槻病院）は東京医科歯科大学倫理審査に

おいて承認され、登録されている。また、その他

６施設に関しては、倫理審査申請中ではあるが、

昨今の COVID-19流行による影響で、検体収集が

難しくなっている。 
また、研究内容については８月に研究協力者と

会議を行ない、方向性や今後の方針について再度

確認を行なった。 
年度末の時点で、検体は１症例届いており、追

加症例を待っているところである。 
 

D. 考察 
研究結果より、頭部外傷の力学的エネルギーが

回転性なのか直達性なのかを判断できる可能性が

示唆されれば、それを実証するため動物実験を行

って証明していく。回転性加速減速運動外傷の場

合、未だ未解明の一次性（外傷性）脳実質損傷を

引き起こす可能性が示唆されているが、ケミカル

メディエーターやバイオマーカーによって受傷機

序を推定することができるようになれば、受傷後

早期から病態に即した治療を選択することができ

るようになる。また、回転性加速減速運動外傷の

場合、虐待が鑑別に挙がるが、なかなか真相がわ

からないことが多い。本研究によって、受傷機序

の診断が可能になれば、冤罪をなくしていける。 
 
E. 結論 

小児頭部外傷において、虐待か否かは、司法に

おいても論争の的であるが、医学的に証明できな

いことが多い。この研究で大きな進展があれば、

被害児の治療方針や法廷論争に大きく貢献する可

能性があり、社会的な経費の削減にも繋がる。 
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